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「こども基本法」について話し合ってみませんか 

 

副 校長   石津  孝 介  

 

今年 4 月 1 日、「こども基本法」が施行され

ました。これは、全てのこどもが、将来にわた

って幸福な生活を送ることができる社会の実現

をめざして制定された法律です。こども家庭庁

が発行しているこども基本法パンフレットを見

ると、６つの基本理念が示されています。 

①すべてのこどもが大切にされ、基本的人権

が守られ、差別されないこと 

②すべてのこどもが大事に育てられ、生活が

守られ、愛され、保護される権利が守ら

れ、平等に教育を受けられること 

③すべてのこどもが、年齢や成長の程度に合

わせて、自分に直接関係することに意見を

言えたり、さまざまな活動に参加できるこ

と 

④すべてのこどもの意見が年齢や成長の程度

に合わせて、大事にされ、こどもの今とこ

れからにとって最もよいことが優先して考

えられること 

⑤子育てをしている家庭のサポートが十分に

行われること、家庭で育つのが難しいこど

もに家庭と同じような環境が用意されるこ

と 

⑥家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられ

る社会を作ること 

 「こども基本法」の施行により、国や地方公

共団体は、子どもの最善の利益を実現する観点

から、子どもや若者の意見を積極的かつ適切に

政策の策定等に反映することになりました。 

 さて、この基本理念を踏まえ、学校や家庭で

はどのようにしたらよいのでしょうか。 

 私は、「子どもを１人の人間として尊重する

こと・リスペクトすること」だと考えます。 

 例えば、前述で国や地方公共団体の話をしま

したが、これを学校や家庭に変えて考えると次

のようになるのではないでしょうか。 

「教職員は、子どもの意見を積極的かつ適切に

指導に反映させる」「保護者は、子どもの意見

を積極的かつ適切に家庭生活に反映させる」 

 大人は子どもの意見・感想を引き出し、貴重

なこととして受け止め考えたいものです。「子

どもなのだから黙っていなさい！」と意見を封

じるのは、よくないでしょう。でも、子どもが

「宿題をやりたくない。」などと怠けることを

言い続けるようであれば、大人が「それで幸せ

になれるかな。」と問うようにしたいと願いま

す。考えれば考えるほど奥が深そうな法律で

す。ぜひ、大人同士で話題にしてみませんか。 

 ちなみに、「こども基本法」の全文を見る

と、「こどもの養育は～中略～父母そのほかの

保護者が第一義的責任を有するとの認識の下」

という文章があります。子どもの養育の責任

は、まず保護者が負うということですね。一人

の親として、身が引き締まる思いでした。 

布田小だより  

令和５年５月１日 
   ５月号 

  
調布市立布田小学校 
校長   横山 公一 

 



 

 



 



      

     

  

    

 

     

     

      


